
先
日
、
人
権
講
演
会
で
気
象
予
報
士
で

防
災
士
の
蓬
莱
大
介
さ
ん
の
お
話
を
う
か

が
い
ま
し
た
。

「
災
害
時
に
お
け
る
自
助
、
共
助
に
つ

い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
。

昨
今
、
日
本
中
ど
こ
に
い
て
も
大
雨
に

よ
る
水
害
や
地
震
で
被
災
す
る
リ
ス
ク
が

増
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
被
災
し

て
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
時
、
私

た
ち
は
自
身
の
人
権
、
他
者
の
人
権
を
守

れ
る
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

人
権
と
は
、
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検

索
し
て
み
る
と
「
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
持
つ
権
利
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

わ
が
国
の
憲
法
の
3
原
則
は「
国
民
主
権
」

「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」「
平
和
主
義
」
で

あ
り
、
憲
法
第
11
条
で
も
基
本
的
人
権
は

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
う

た
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
に
保

障
さ
れ
て
い
る
権
利
が
人
権
で
す
が
、
ま

わ
り
を
見
れ
ば
必
ず
し
も
守
ら
れ
て
い
る

権
利
と
い
え
な
い
状
況
も
あ
り
ま
す
。

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
、
パ

レ
ス
チ
ナ
問
題
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
タ
リ

バ
ン
政
権
下
で
の
女
性
軽
視
な
ど
人
権
が

蹂じ
ゅ
う

躙り
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
国
内
で
も
外
国
人
へ
の
ヘ
イ
ト

や
、
S
N
S
の
誹
謗
中
傷
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

へ
の
差
別
・
偏
見
は
事
実
存
在
し
ま
す
。

私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
大
切
で
最
も
基

本
的
な
権
利
。
平
和
な
世
の
中
で
は
当
た

り
前
の
よ
う
に
思
い
、
忘
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き

は
人
ら
し
く
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。

時
々
ま
わ
り
を
見
渡
し
て
、
自
分
の
人

権
は
大
丈
夫
か
、
他
人
の
人
権
を
侵
し
て

い
な
い
か
見
つ
め
る
時
間
が
必
要
だ
な
と

思
い
ま
す
。人

権
機
関
有
田
川　

南
方 

杉
太

			

人
権
講
演
会
を
通
じ
て

和
歌
山
県
で
は
、
公
益
財
団
法
人
和
歌

山
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
で
、
人
権
相
談

の
受
け
付
け
や
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
和
歌
山
県
庁

人
権
政
策
課
や
有
田
振
興
局
総
務
県
民
課

で
も
相
談
で
き
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
常
設
相
談
）
／

電
話
相
談
、
面
接
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

☎
0
7
3
‐
4
2
1
‐
7
8
3
0

　

フ
ァ
ク
ス 

0
7
3
‐
4
3
5
‐
5
4
2
1

・
受
付
日
時
／
月
曜
日
～
金
曜
日　

9
時

～
16
時
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

●
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
／
面
接
相
談

の
ほ
か
、
有
田
振
興
局
か
ら
の
オ
ン
ラ

イ
ン
相
談
も
可
能
で
す
。

　

☎
0
7
3
‐
4
3
5
‐
5
4
2
0

　

フ
ァ
ク
ス 

0
7
3
‐
4
3
5
‐
5
4
2
1

・
開
設
日
時
／
奇
数
月
は
第
2
土
曜
日
、

第
4
木
曜
日　

偶
数
月
は
第
2
・
第
4

木
曜
日　

13
時
～
16
時

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

問

和
歌
山
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
（
和
歌
山
市
手
平
2
丁
目
1
‐
2 

県
民

交
流
プ
ラ
ザ
和
歌
山
ビ
ッ
グ
愛
2
階
）

人権特設相談所
日常生活や身の回りの人権問題について、人権擁護委

員が相談を受けます。相談は無料で、秘密は厳守します。
●日時／ 10 月 20 日（木）13:00~16:00
●場所／金屋文化保健センター 2 階 応接室

電話による人権相談窓口
みんなの人権 110 番（さまざまな人権問題）

☎ 0570‐003‐110
女性の人権ホットライン（家庭内暴力など女性の人権問題）

☎ 0570-070-810
こどもの人権 110 番（いじめ・虐待など子どもの人権問題）

☎ 0120-007-110

弁
護
士
相
談
も
あ
り
ま
す

人
権
相
談
窓
口

人権だより
考えてみませんか、私の人権、あなたの人権。

有田川町教育委員会　社会教育課
電話　　　22-4513
ファクス　32-4827

421 広報ありだがわ　2022.10


